令和８年度江戸川区包括外部監査人募集要項
　江戸川区では、地方自治法（以下「法」という。）第２５２条の２７第２項に規定する包括外部監査契約について、令和８年度における当該契約を締結する包括外部監査人を１名募集します。

１　契約の概要
（１）業務名
　　　江戸川区包括外部監査業務

（２）業務内容
　　　別紙「令和８年度江戸川区包括外部監査仕様書」のとおり

（３）契約期間
　　　契約締結日から令和９年３月３１日まで

（４）提案上限額
　　　令和８年度包括外部監査委託料の予算額（消費税込み）を限度とします。

（５）委託料の支払い方法
　　　報告書提出後に一括で支払うものとします。

２　応募資格
（１）法第２５２条の２８第１項各号のいずれかに該当する人

（２）法第２５２条の２８第３項並びに江戸川区暴力団排除条例（平成24年7月10日条例第37号）に該当しない人

３　応募方法
（１）応募書類の提出
　　　令和８年４月２０日（月）までに窓口持参（17時必着）、郵送（消印有効）または、電子申請フォーム（https://logoform.jp/form/L6MJ/1494715）のいずれかで提出してください。
　　　応募書類の不足または提出期限内に所定の提出方法にて到達しない場合は応募を無効とします。また、応募書類の分割は認めません。
　　【提出先】〒132-8501 江戸川区中央１丁目４番１号 
江戸川区経営企画部企画課（江戸川区役所本庁舎南棟３階２番）
　　　　　　　電話：０３－５６６２－６０４５

（２）提出書類
　　　次の書類について、必要事項を記入の上、提出してください。様式は、区ホームページからダウンロード可能です。なお、窓口持参又は郵送でご提出される場合は各書類８部ご提出ください。
　　ア 応募申込書（様式１）
　　イ 提案書（様式２)
　　ウ 履歴書（様式３）
　　エ 包括外部監査に関する実績について（様式４）
　　オ 宣誓書（様式５）
　　カ 包括外部監査の実施体制について（様式６）
　　キ 資格証明書の写し
　　ク 身分証明書（市区町村が発行するもの）の写し
　　※電子申請の場合はこちらで印刷作業をさせていただきます。

（３）募集要項等に関する質問
　　　募集要項等に関する質問がある場合は、令和８年４月７日（火）１７時までに、電子申請フォーム（https://logoform.jp/form/L6MJ/1504898）にて質問書を提出してください。なお、電話での質問は受け付けません。また、質問書の提出は、応募の条件ではありません。

（４）募集要項等に関する質問の回答
　　　上記質問に対する回答については、令和８年４月１３日（月）に区ホームページに掲載します。個別には回答しません。

（５）失格または無効
次のいずれかに該当するときは失格又は無効とします。 
ア 応募資格要件を満たさないと認められたとき。 
イ 応募書類の提出期限、提出方法等が守られなかったとき。 
ウ 応募書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかったとき。 
エ 複数の応募書類を提出したとき。 
オ 所定の応募書類以外の書類を提出したとき。 
カ 選定委員会の委員に対して、本件応募に関し接触し、またはしようとした事実が認められたとき。 
キ 応募書類の各項目の記載内容に齟齬・矛盾が認められたとき。 
ク その他虚偽又は不正の記載等があったとき。 
ケ アからクに掲げるもののほか、応募に関し著しく信義に反する行為等により、選定委員会が失格又は無効であると認めたとき。

（６）選定等のスケジュール（予定）
	ア　募集要項の公表・募集開始
	令和８年４月１日（水）

	イ　募集要項等に関する質問の締切
　　※電子申請フォームのみ
	令和８年４月７日（火）１７時必着

	ウ　募集要項等に関する質問の回答
	令和８年４月１３日（月）
※区ホームページに掲載します

	エ　応募書類の提出期限
	令和８年４月２０日（月）（消印有効）
※持参の場合１７時必着

	オ　１次審査（書類審査）
	令和８年４月２１日（火）
　　～令和８年４月３０日（木）

	カ　応募者に１次審査結果通知
	令和８年５月１日（金）

	キ　２次審査（面接審査）
	令和８年５月７日（木）

	ク　対象者に２次審査結果通知
	令和８年５月２２日（金）

	ケ　江戸川区議会定例会への議案提出
	令和８年６月

	コ　契約締結
	令和８年７月上旬


なお、書類の提出（持参）、お問い合わせ等は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く開庁日の９時から１７時まで（に受け付けます。

４　選定方法
（１）選定は、１次審査（書類審査）及び２次審査（面接審査）により行います。
（２）１次審査では、提出された書類による審査を行い、審査の結果を応募者全員に通知します。
　　　また、お電話でもお伝えします。
（３）２次審査では、提出された書類を基に面接審査を行います。 
実施日時は令和８年５月７日（木）を予定しており、実施場所等の詳細は、１次審査結果とともに通知します。
（４）１次審査及び２次審査の結果を総合的に評価し、最終候補者１名を選定します。審査結果は、令和８年５月２２日（金）の通知を予定しています。

５　選定委員会
（１）外部監査人選定に係る審査は、以下の選定委員会で行います。
  　　委員会名称：江戸川区外部監査人選定委員会 
  　　委員構成：７名
　　 【選定委員】委 員 長：担任に係る副区長
　　　　　　　　 副委員長：他の副区長
　　　　　　　　 委　　員：経営企画部長、総務部長、企画課長、総務課長、監査委員事務局長

（２）選定基準
地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、人格が高潔で、区の行政施策等に関する知識のある人を選定します。
１次審査では、主な評価項目として、実績や実施体制、監査の基本方針やテーマ選定の視点、外部監査制度や区政についての理解、意欲等を書類により審査します。
２次審査では、主な評価項目として、監査実施に必要な知識・経験、行政に関する理解度、外部監査事務に対する意欲等を面接により審査します。

６　その他
（１）提案書の取り扱い
ア 提出された提案書は、本件の選定以外に提出者に無断で使用することはありません。
  　イ 提出された書類は、選定作業に必要な範囲において、複製を作成することがあります。
（２）提案書の作成に要した費用、旅費等は、応募者の負担とします。また提出された提案書等は返却しません。 

７　担当
〒132-8501 江戸川区中央１丁目４番１号 
江戸川区経営企画部企画課（江戸川区役所本庁舎南棟３階２番）
　電話：０３－５６６２－６０４５

